
令和５年度
　　福生市男女共同参画実施計画進捗状況一覧表
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

1
広報誌・ホームペー
ジによる啓発

男女共同参画社会に関する記事や情報を広
報誌・ホームページに掲載し、啓発を図
る。

広報誌や情報誌、HPや情報メールなど各種広報媒体を活用し、
男女共同参画に関する様々な情報（ワーク・ライフ・バラン
ス、DV、女性活躍推進法など）の効果的な提供を図る。また、
法改正等があった場合、その都度ホームページで周知を行う。

定期的な啓発 定期的な啓発
Ａ：100～

80％

ワーク・ライフ・バランスの周知に努めたほ
か、ポスターの掲示、パンフレットの配布を
行った。

改善 協働推進課

2
男女共同参画情報誌
の発行

男女共同参画情報誌「あなたとわたし」を
発行、全戸配布し、啓発を図る。

男女共同参画社会への推進を図るため、市民編集員と協働して
企画・取材し、市民の視点を活かした身近なテーマから男女共
同参画意識を広めるための情報誌を作成し、全戸配布を行う。

年１回発行
年１回

29,500部発行
全戸配布

Ａ：100～
80％

「あなたとわたし第66号」を発行し市内全戸
配布を行った。

継続 協働推進課

3

男女平等の視点に
立った市刊行物発行
のためのガイドライ
ンの普及

庁内ネットワーク等を活用し「男女共同参
画　表現ガイドライン」の庁内周知に努
め、市刊行物を発行する際の活用を促進す
る。

男女共同参画の視点を持って市の刊行物等が発行できるよう、
庁内ネットワークや職員研修を通して「男女共同参画　表現ガ
イドライン」を活用し、啓発を行う。内容については、見直し
を行う。

随時 随時
Ａ：100～

80％
当ガイドラインを庁内キャビネットに掲載し
職員周知を実施した。

改善 協働推進課

4
メディアリテラシー
の普及・啓発

人権尊重や男女平等の視点を持って、メ
ディアによる様々な情報を判断し、的確な
選択や活用ができるよう、メディアリテラ
シーの普及・啓発を推進する。

男女共同参画情報誌やＨＰ、子ども向けガイドブックなどを通
して、広く市民にメディアリテラシーの普及・啓発を図る。

随時
子ども向けガイドブック(小

5、中1用）
各650部発行

Ａ：100～
80％

子ども向けガイドブック(小5、中1用）を作
成。市内の対象児童・生徒へ配布し意識啓発
を図った。

新規 協働推進課

5
法律や制度の理解の
促進

ポスターの掲示・パンフレットの配布、
ホームページ、広報等により、男女共同参
画に関する法律や制度についての周知を図
る。

国・都からの資料の配布やポスターの掲示を行うとともに、広
報やHP、情報誌等による情報提供を行い、周知に努めていく。

随時 随時
Ａ：100～

80％

男女共同参画週間、ＤＶ防止啓発週間時に庁
舎内に啓発ブースを設置し、啓発ポスターや
資料の展示・掲出を行った。

継続 協働推進課

6 行動計画の周知
男女共同参画行動計画について、ホーム
ページ、広報等により、周知を図る。

広報や情報誌・HP等に行動計画や実施計画の内容をわかりやす
く掲載するとともに、各公共施設に行動計画を配置する。

随時 随時
Ａ：100～

80％

市ホームページ等に実施計画、進捗状況調査
結果を掲載した。各公共施設に行動計画を配
置した。

継続 協働推進課

7

女性・男性問題など男女共同参画に関する
ことをテーマにした講演、対談、シンポジ
ウム等を実施し、市民へ啓発を行う。

身近な男女共同参画を考え直す機会としての講演、対談、シン
ポジウム等を実施する。また、公民館と協働推進課で共催で行
う。

年１回 年１回
Ａ：100～

80％
LGBTQをテーマに男女共同参画講演会を協働
推進課との共催で実施した。

改善 公民館

8

女性・男性問題など男女共同参画に関する
ことをテーマにした講演、対談、シンポジ
ウム等を実施し、市民へ啓発を行う。
公民館と共催で行い、男女共同参画セミ
ナーを盛り込む。

身近な男女共同参画を考え直す機会としての講演、対談、シン
ポジウム等を実施し、展示なども含めた総合的な啓発の機会と
する。また、男女共同参画セミナーも同時に開催し、公民館と
協働推進課で共催で行う。

年１回 年１回
Ａ：100～

80％
講演会を公民館と協働推進課で共催し開催し
た。

改善 協働推進課

9
男女共同参画セミ
ナーの実施

「男女共同参画に関する総合的な啓発の機
会の提供」の一環として、男女共同参画セ
ミナーを実施し、市民への啓発を図る。

男女共同参画について理解し、意識を深めるためセミナーを行
う。テーマについては、社会情勢やニーズを考慮したものとす
る。また、公民館と共催予定の総合的な啓発の機会の一環とし
て、セミナーを実施する。

50人
（セミナー参加者数）

15人 Ｃ：60％未満
男女共同参画セミナー　「自分らしく生きる
～Transgender life～」を開催した。

継続 協働推進課

行動計画
区分

担当課

　主要課題＜第１＞　男女共同参画社会形成への意識づくり等の推進

1　男女平等意識の推進

（1）男女共同参画に関する広報・啓発の推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

男女共同参画に関す
る総合的な啓発の機
会の提供1‐1‐1‐2

男女共同参画
に関連する交
流の場の形成

1‐1‐1‐1
男女共同参画
社会の形成の
ための啓発の
推進

№
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

10
男女共同参画に関す
る資料収集の充実

男女共同参画に関する図書等の資料収集を
図る。

男女共同参画関連資料の蔵書数の増加 160冊 147冊
Ａ：100～
80％

蔵書の入替も図りながら、今後も引続き資料
の収集につとめる。

継続 図書館

11

協働推進課や輝き市民サポートセンター、市役所の情報スペー
ス等に資料等を配置し、男女共同参画に関する情報提供を行
う。また、６月の男女共同参画週間、11月の女性に対する暴力
をなくす運動の期間に展示を行い、啓発を行う。

随時 6月、11月に資料展示を実施
Ａ：100～
80％

６月の男女共同参画週間、11月の女性に対す
る暴力をなくす運動期間ともに市役所本庁舎
にて展示ブースを設置し啓発を行った。

継続 協働推進課

12 男女共同参画に関する展示の実施 年１回 年１回
Ａ：100～
80％

６月の「男女共同参画週間」において、特集
コーナーを設置し、男女共同参画に関する図
書等の展示を行い、啓発に努めた。

継続 図書館

1‐1‐2‐2
男女共同参画
社会の形成に
関する調査及
び研究

13

男女共同参画社会の
形成に関する市民意
識実態調査の実施と
公開

計画年度内に調査を実施する。（令和７年
度を予定）

次期、男女共同参画行動計画の策定に反映させるため、社会情
勢や他自治体の調査等も参考に、市民意識実態調査の準備や研
究等を行う。令和７年度に調査を実施し、結果をＨＰ等で公開
する。

令和７年度に実施 — — 令和５年度は非該当年度 継続 協働推進課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

14 国際理解教育の推進
重要な人権課題として、「国際理解」につ
いての人権教育を一層推進する。

小学校外国語・外国語活動及び中学校外国語においてＡＬＴを
活用した授業を行うとともに、総合的な学習の時間等において
国際理解教育の充実を図る。

年１回（国際理解教育の教育
課程上の位置づけ）

年１回（国際理解教育の教
育課程上の位置づけ）

Ａ：100～
80％

小学校外国語・外国語活動及び中学校外国語
においてALTによる授業を行うとともに、総
合的な学習の時間等において国際理解教育の
充実を図った。

継続 教育指導課

15
国際理解のための学
習機会の提供

国際理解のための教育・学習機会の提供な
ど、市民の国際交流を推進し、市内在住外
国人が、地域で充実した生活が送れるよ
う、支援の充実を図る。

国際理解に向けた公民館講座の実施と外国人支援を行うサーク
ルの支援を図っていく。

講座の実施
サークルの支援

多文化共生にまつわる誌面
講座の実施、多文化共生講

座の実施

Ａ：100～
80％

多文化共生にまつわる誌面講座のほか、対面
での講座も開催した。

継続 公民館

16
国際理解及び交流の
機会の提供

国際理解のための情報提供を行う。

国際理解が広く浸透するよう、ＨＰや情報誌、施設の情報コー
ナーなどを通じて情報提供を行い、理解と啓発に努める。
また、国際協力や国際交流を目的とした市民活動団体と連携
し、活動状況等を発信していく。

定期的な啓発 定期的な啓発
Ａ：100～

80％

市ホームページでの啓発のほか、外国語版防
災ガイドブック等を庁舎等に配架したほか、
市内外国人向け商店での配架にも協力いただ
き、広く周知を図った。

継続 協働推進課

17
多文化共生講座の実
施

市内に住む外国人と日本人の共生に係る課
題解決や多文化共生についての理解を促す
ための講座を開催する。

講座を開催し、市民の理解促進を図る。講座参加の目標人数
60人とする。

60人
（年間延べ参加者数）

26人 Ｃ：60％未満
市内日本語支援機関より講師と外国人生徒等
を招き、日本人とのグループワークも含めた
多文化共生講演会を開催した。

新規 協働推進課

行動計画
区分

担当課

1‐1‐3‐1
国際理解、交
流の推進

（3）多文化共生に向けての男女共同参画の推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
№

行動計画
区分

担当課

1‐1‐2‐1
男女共同参画
推進のための
情報の収集と
提供

男女共同参画に関す
る資料の提供

資料や展示により、男女共同参画に関する
情報提供を行う。

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
№

（2）男女共同参画に関する情報収集と提供

- 3 -



進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

18
男女平等の視点を
持った教育の推進

あらゆる偏見や差別をなくすため、人権尊
重の教育を推進する基本方針に基づきなが
ら、人権教育プログラム（都教育委員会）
を活用し、指導目標への位置付け、指導資
料の見直し等に取り組み、指導の充実を図
る。

東京都の指導資料「人権教育プログラム」を全教員に配布する
とともに校長会や人権教育推進委員会等で積極的な活用を周知
する。

100％（小・中学校における
「人権教育プログラム」の配
布）

100%
Ａ：100～
80％

教育課程編成の基本方針及び人権教育推進の
全体計画・指導計画において位置付けた。

継続 教育指導課

19 性教育の充実
性教育の手引き（東京都教育委員会）を活
用し、指導の充実を図る。

性教育の手引き（東京都教育委員会）を活用し、「性に関する
指導計画」を全校で作成する。

100% 100%
Ａ：100～
80％

性教育の手引き（東京都教育委員会）を活用
し、「性に関する指導計画」を全校で作成
し、指導の充実を図った。

継続 教育指導課

20
幼児教育・保育に当
たる職員の意識啓発

男女平等の理解を正しい知識を持つための
職員への情報提供を行う。

子どもが将来、性差や個人差などにより人を差別したり、偏見
を持つことがないよう、人権を尊重した幼児教育・保育が行え
るよう保育園等に対して職員の意識啓発を行うように依頼す
る。

15園 15園
Ａ：100～
80％

「保育所保育指針」により「性別などによる
固定的な意識を植え付けることがないように
配慮」した保育を行うこととされており、各
園に対して確認、理解を進めるとともに職員
への周知徹底を図った。

継続 子ども育成課

21
男女平等の視点を
持った本・絵本・児
童書の紹介

男女平等の視点を持った本・絵本・児童書
の購入と充実を図り、情報提供を行う。

児童書での男女共同参画に関する展示を実施する。 年１回 年１回
Ａ：100～
80％

６月の「男女共同参画週間」において、特集
コーナーを設置し、男女共同参画に関する図
書等（児童向けを含む）の展示を行い、啓発
に努めた。

継続 図書館

22

男女共同参画社会形
成のための子ども向
けガイドブックの作
成

小学5年生と中学1年生を対象に、男女共同
参画の内容について啓発・促進するための
ガイドブックの作成と配布を行い、啓発を
図る。

対象学年（小学５年生と中学１年生）に、男女共同参画啓発用
ガイドブックの作成（改訂を含む）、配布を行う。また、毎
年、内容については、適宜見直しを行っていく。

小学５年生用　650部
中学１年生用　650部
年１回発行

小学５年生用　650部
中学１年生用　650部
年１回発行

Ａ：100～
80％

内容について、適宜見直しを行い作成、配布
を行った。

継続 協働推進課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

23
子育て中の母親にスポーツする機会と環境
の整備を整え、学習活動の支援をする。

【福生地域体育館】フラダンス、シェイプアップヨガの２教室
及びバドミントン、インディアカ、トレーニング等競技利用者
に対して実施する。

2,150人
（年間延べ参加者数）

140名 Ｃ：60％未満
当初は３月末まで閉館の予定であったが、12
月から再開したことにより、実施できる教室
が限られた。

継続 スポーツ推進課

24 子育て中の母親の学習機会を提供する。 子育て中の母親の学習機会として保育室事業を実施する。 ３館で実施
3館で託児保育付講座３コー

スを実施
Ａ：100～
80％

計画どおり実施した。 継続 公民館

25
社会教育活動、市民
活動の推進

市民の学習機会を広げるため、活動のため
の場の提供や講座の開催、相談の受付を行
う。

市民の学習機会を広げるため、活動の場の提供、講座・教室の
開催、相談の受付を行うほか、公民館資料室の充実を図る。

随時 3館で各講座を実施
Ａ：100～
80％

計画どおり実施した。 継続 公民館

1‐2‐1‐1
教育内容の充
実

（2）男女共同参画に関する社会教育の推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
行動計画

区分
№

２　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

（1）学校教育・幼児教育における男女共同参画の推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
行動計画

区分
担当課№

担当課

保育室事業の実施

1‐2‐2‐1
学習機会の提
供の充実
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

26
妊娠、出産、育児に
かかわる健康支援と
学習機会の提供

母子健康手帳交付、パパママクラスの実
施、妊産婦、新生児訪問の実施、乳幼児健
康診査・歯科健康診査の実施、離乳食教
室・育児相談の実施、来所、電話相談に随
時応じる。

広報等で周知を図りながら、幅広い機会を設け継続実施する。 随時
広報やホームページ等で周
知を図りながら、幅広い機
会を設けて実施した。

Ａ：100～
80％

各種事業や乳幼児健康診査において、保健
師、助産師、看護師及び管理栄養士等の専門
職が相談を受け、必要に応じて集団と個別両
面から支援を継続した。

合計3,493人
母子健康手帳交付等面接375人
パパママクラス年延べ400人（24回実施）
妊産婦訪問延べ　374人
乳幼児健康診査年延べ 1,512人（36回実施）
乳幼児歯科健康診査年延べ226人（12回実
施）
育児学級延べ 200人（24回実施）
育児相談延べ 149人（16回実施）
子育て支援事業延べ16人
子ども相談延べ53人
子どもグループ延べ159人（36回実施）
里帰り健診助成金延べ29人

継続
健康課（現：こども家

庭センター課）

27 性教育の充実(再掲)
性教育の手引き（東京都教育委員会）を活
用し、指導計画を作成し、指導の充実を図
る。

性教育の手引き（東京都教育委員会）を活用し、「性に関する
指導計画」を全校で作成する。

100% 100%
Ａ：100～
80％

性教育の手引き（東京都教育委員会）を活用
し、「性に関する指導計画」を全校で作成
し、指導の充実を図った。

継続 教育指導課

28
ポスターの掲示、パンフレットの配布を行
う。

継続して実施し、啓発に努める。 随時 随時
Ａ：100～
80％

保健センターでポスターの掲示、パンフレッ
トを配布し、普及啓発を図った。

継続
健康課（現：こども家

庭センター課）

29
保健体育科の指導において性感染症に対す
る知識の普及、啓発を図る。

学習指導要領に基づき、性教育の手引き（東京都教育委員会）
を活用し、性感染症教育を実施する。

100% 100%
Ａ：100～
80％

学習指導要領に基づき、性教育の手引き（東
京都教育委員会）を活用し、性感染症教育を
実施した。

継続 教育指導課

30
性の商品化防止の啓
発、周知

都の通知や資料をもとに、性の商品化防止
の啓発、周知を図る。

チラシやＨＰ，男女共同参画週間において、性の商品化防止の
周知に努める。

随時 随時
Ａ：100～
80％

男女共同参画週間において、性の商品化防止
等のポスターの掲示等を行い周知に努めた。

継続 協働推進課

1‐3‐1‐2
母性保護の推
進

31
性の尊重と母性保護
に関する啓発活動

母子保健事業参加者等に資料を配布し、啓
発を図る。

母子健康手帳の交付時やパパママクラス参加者等に資料を配布
し、啓発を図る。

年６回
（パパママクラス開催回数）

年６コース実施
Ａ：100～
80％

母子健康手帳交付者等375人及びパパママク
ラス参加者延べ400人に資料を配布し、啓発
を図った。

継続
健康課（現：こども家

庭センター課）

32
パパママクラスの実
施

新しい家族を迎えるにあたっての心構え、
沐浴指導等を実施する。

母子健康手帳の交付時やパパママクラス参加者等に資料を配布
し、啓発を図る。

年６回
（パパママクラス開催回数）

年６コース実施
Ａ：100～
80％

パパママクラス参加者延べ400人に資料を配
布し、啓発を図った。

継続
健康課（現：こども家

庭センター課）

33
妊産婦の健康診査、
指導の実施

妊産婦の健康診査、指導の充実を図る。
母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診票・妊婦超音波検査受
診票･妊婦子宮頚がん検診受診票を交付し、都内指定医療機関
での受診費用の一部を助成し、指定医療機関以外での受診につ
いては償還払いする。妊産婦訪問、産婦健康診査及び母子健康
手帳交付時に指導助言を行う。

年400件 375件
Ａ：100～
80％

妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票
及び子宮頚がん検診受診票を母子健康手帳交
付者に交付し、375名に指導助言した。

継続
健康課（現：こども家

庭センター課）

№ 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

1‐3‐1‐3
母子保健事業
の充実

性感染症に対する知
識の普及、啓発

３　生涯にわたる健康づくりの推進

（1）母性保護と母子保健の推進（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）

施策名 主な事業項目
行動計画

区分
担当課

1‐3‐1‐1
リプロダク
ティブ・ヘル
ス/ライツの
確立への取組
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

34 相談業務の実施
相談業務の充実を図る。 母子健康手帳交付、パパママクラス、妊産婦訪問、乳幼児健康

診査、育児相談、育児学級等母子保健事業において実施。来
所・電話相談にも随時応じる。

随時 随時
Ａ：100～
80％

各種事業や乳幼児健康診査において、保健
師、助産師、看護師及び管理栄養士等の専門
職が相談を受け、必要に応じて集団と個別両
面から支援を継続した。

合計3,493人
母子健康手帳交付等面接375人
パパママクラス年延べ400人（24回実施）
妊産婦訪問延べ　374人
乳幼児健康診査年延べ 1,512人（36回実施）
乳幼児歯科健康診査年延べ226人（12回実
施）
育児学級延べ 200人（24回実施）
育児相談延べ 149人（16回実施）
子育て支援事業延べ16人
子ども相談延べ53人
子どもグループ延べ159人（36回実施）

継続
健康課（現：こども家

庭センター課）

35 産後ケア事業の実施

出産後、育児支援を必要とする母親と赤
ちゃんに対し、産後ケア事業を実施し、産
婦の心身のケア並びに育児のサポートを行
う。

母子健康手帳交付時等母子保健事業を通し市民に周知し、必要
な家庭に事業を提供することにより、母親の身体的回復と心理
的安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育
み、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援する。

随時
宿泊型年99日
デイサービス型年175日
アウトリーチ型年64日

Ａ：100～
80％

妊娠期から出産、産後とも孤立する方が増え
る中、産後ケア事業は市民からの需要が高
く、毎年度実績を伸ばしている。令和5年8月
より産後ケア事業を必要とする全ての産婦に
対し利用者負担の減免支援を導入し、利用し
やすい環境を整えた。

新規
健康課（現：こども家

庭センター課）

1‐3‐1‐3
母子保健事業
の充実

施策名 № 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
行動計画

区分
担当課
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

36
特定健康診査･特定
保健指導の実施

特定健康診査･特定保健指導を実施する。

将来における生活習慣病の発生を抑制するため、国民健康保険
被保険者（40歳から74歳）に対し特定健康診査によりメタボ
リックシンドローム又はその予備群を抽出し、その対象者に対
して特定保健指導を実施し生活習慣の改善を図る。

　52％（特定健康診査受診
率）

　40％（特定保健指導実施
率）

46.6%（特定健康診査受診
率）

14.6%（特定保健指導受診
率）

Ｂ：80未満～
60％

特定健康診査については、令和２年度
42.0％、令和３年度43.9％、令和４年度
44.9％、令和５年度46.6％と上昇傾向にあ
る。
新型コロナウイルス感染症の影響か、令和２
年度で受診率が下がったが少しづつ回復傾向
が見て取れる。目標率にはまだ達さないが、
事業を継続実施し、引き続き市民の健康維
持、生活習慣病の発生抑制に努めたい。

継続 健康課

37
若年健康診査事業の
実施

若年健康診査事業を実施する。
若年層（30歳、35歳）の方を対象とした健診事業（各種測定、
採血、尿検査等）を市内の指定医療機関で実施し、早期からの
健康づくりにより将来の生活習慣病予防等につなげる。

対前年比受診率増
5.1%

（受診率は対前年比で△
0.5%）

Ａ：100～
80％

令和5年度より申込方法を電話による受付か
ら、QRコードを利用した受付フォームによる
方法へと変更した。
受付開始からおよそ１週間程度で定員に達し
たが、申請者のうちおよそ69.4％である66名
しか健診を受診しておらず、勧奨等が今後の
課題となる。

継続 健康課

38
無保険者健康診査の
実施

無保険者健康診査を実施する。
生活保護受給者の健康保持・増進を図るため、満40歳以上の方
を対象に、年一回実施している。主な内容、問診、身体計測、
検尿、血圧測定、血液化学検査、血糖検査等を行う。

対前年比受診率増
18.7%

（受診率は対前年比で△
0.6％）

Ａ：100～
80％

無保険者健康診査については、令和２年度の
受診率19.9％から令和３年度19.3％、令和４
年度19.4％、令和５年度18.7％とゆるやかに
下降傾向にある。
目標率には到達していないが、引き続き事業
を実施し、市民の健康維持、生活習慣病の予
防に努めたい。

継続 健康課

39
健康教育・健康相談
の充実

健康教育・健康相談の充実を図る。

心身の健康についての知識の普及啓発と意識の向上、健康に関
しての相談に応じ、指導・助言を行う。内容については、必要
に応じて見直しを行っていく。また、広報等を通して普及啓発
を図る。

年190回
(健康教育・健康相談の実施

回数）

・健康教育　延べ89回実施
・健康相談　延べ47回実施

Ｂ：80未満～
60％

各種事業への併設や地域へ出向いた形の健康
教育・健康相談を行い、参加しやすい事業の
実施に努めた。

継続 健康課

40
心の健康づくり事業
の実施

心の健康づくりにつながる事業を実施す
る。

健康づくり推進員と共に、イベント会場でのあいさつ運動や出
前講座等を行い、心の健康について普及啓発を行う。

随時
あいさつ運動４回
出前講座２回

Ａ：100～
80％

環境フェスティバル及び福生駅自由通路での
あいさつ運動や出前講座で、心の健康につい
て普及啓発を行った。

継続 健康課

41
中高齢者の自立支援
に向けた健康教室の
実施

健康体力づくり教室において、中高齢者を
対象に転倒防止、筋力の維持、バランス能
力の向上を図り、介護予防を行う。

【中央体育館】シニア健康体操、若草健康体操等
【熊川地域体育館】エンジョイ軽スポーツ、高齢者筋トレ体
操、楽しい軽スポーツ
【福生地域体育館】ころばん塾、かんたんエクササイズ、さわ
やか軽スポーツ等

5,900人
（年間延べ参加者数）

3,781名
Ｂ：80未満～
60％

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に
なったことで、通常どおり実施した。また、
福生地域体育館は12月から再開した。

継続 スポーツ推進課

42
女性の健康づくりに
向けたスポーツ教室
の実施

更年期障害、冷え症など女性に多く発生す
る症状を解消し、体調改善を行うため、年
間を通してスポーツ教室を実施し、女性の
心身の健康づくりを推進する。

【熊川地域体育館】
骨盤コンディショニングヨガ、ボディーケアストレッチ

560人
（年間延べ参加者数）

398人
Ｂ：80未満～
60％

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に
なったことで、通常どおり実施した。

継続 スポーツ推進課

（２）心身の健康づくりの推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
行動計画

区分
№

1‐3‐2‐1
健康診査等の
実施

1‐3‐2‐2
健康づくりへ
の支援

担当課
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

43
ホームページ、広報等により、ワーク・ラ
イフ・バランスに関する情報の提供と発信
を行い、周知と啓発に努める。

ワーク・ライフ・バランスの考え方が広く浸透するよう、広報
やHP、情報誌やDVD上映、国や都、各自治体発行の資料の提供
など多様な手段や機会を通じて情報を提供し、周知と啓発に努
める。

定期的な啓発 定期的な啓発
Ａ：100～
80％

ワーク・ライフ・バランス啓発ポスター等の
掲示を行い周知に努めた。

継続 協働推進課

44 情報の提供と発信を行い、啓発に努める。
窓口や事業等を通して、ワーク・ライフ・バランスに関する情
報を提供するとともに啓発に努める。

定期的な啓発 定期的な啓発
Ａ：100～
80％

新任研修などでワーク・ライフ・バランスの
周知に努めたほか、ポスターの掲示、パンフ
レットの配布を行った。

継続
各課

(協働推進課）

45
ワーク・ライフ・バ
ランスに関する情報
の収集

ワーク・ライフ・バランスに関する国や各
自治体発行の資料や情報の収集を図る。

今後の事業や業務の参考となるよう、ワーク・ライフ・バラン
スに関する国や各自治体発行の資料や情報の収集に努める。 随時 随時

Ａ：100～
80％

ワーク・ライフ・バランスに関する国や各自
治体発行の資料や情報の収集に努めた。

継続 協働推進課

46
男女共同参画の視点
から見た公共調達

市の公共調達において、男女共同参画に関
する項目を導入し、男女共同参画を推進し
ている事業者への入札加点とする。

市の公共調達において、男女共同参画を含む評価項目により落
札者を決定する、総合評価一般競争入札を実施する。

総合評価方式による一般競争
入札の実施

１件
Ａ：100～
80％

総合評価一般競争入札の継続実施に努めると
ともに、必要に応じ評価項目の見直しを検討
する。

新規 契約管財課

47
労働時間短縮に向け
た取組

労働相談情報センターの労働セミナー等の
受講や、東京都の啓発資料を利用してい
く。

東京都等の資料を掲出し、啓発による働きかけを実施する。 定期的な啓発 定期的な啓発
Ａ：100～
80％

東京都等の周知啓発資料をもくせい会館１階
に掲出し啓発した。

継続 シティセールス推進課

48
育児・介護休業制度
の普及・促進

東京都の啓発資料を利用し、普及・促進に
努める。

東京都等の資料の掲出及びＨＰ等による定期的な周知を実施す
る。

定期的な啓発 定期的な啓発
Ａ：100～
80％

東京都等の周知啓発資料をもくせい会館１階
に掲出し啓発した。

継続 シティセールス推進課

49
ポジティブ・アク
ションの普及・啓発

ホームページ、広報等により、ポジティ
ブ・アクションについての周知を図ってい
く。

HPや広報、情報誌等を活用し、ポジティブ・アクションについ
ての周知を図り、意識啓発を行う。

随時 随時
Ａ：100～
80％

ポジティブ・アクションについて市ホーム
ページ等での周知啓発を行った。

継続 協働推進課

50
市内企業・事業者へ
の労働関係法の啓発
促進

広報、ホームページ、情報誌等での周知・
啓発及びポスター・チラシ等の資料提供に
より、労働関係法についての啓発の促進を
図る。

広報やHP、情報誌等で労働関係法の周知を図るとともに、国や
東京都のポスターやチラシ等、資料での情報提供を行い、意識
啓発を図る。

随時 随時
Ａ：100～
80％

ポジティブ・アクションについて市ホーム
ページ等での周知啓発を行った。

継続 協働推進課

令和５年度
達成度

№ 担当課

2‐1‐1‐1
ワーク・ライ
フ・バランス
の意義の普
及・啓発

ワーク・ライフ・バ
ランスに関する情報
の提供・発信

2‐1‐1‐2
ワーク・ライ
フ・バランス
を実現しやす
い環境整備へ
の働きかけ

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）

2‐1‐1‐3
ポジティブ・
アクションの
推進

行動計画
区分

主要課題＜第２＞　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

1　家庭と仕事の両立支援の推進

（1）家庭と仕事の両立に対する理解促進

- 8 -



進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

51 0歳児保育を実施し、待機児解消を図る。 市内の保育所等15園で、０歳児保育を実施する。
585人

（低年齢児「0～2歳児」保育
の定員数）

601人
Ａ：100～
80％

市内保育所等の全15園で０歳児保育を実施し
た。

充実 子ども育成課

51
-2

（幼稚園における２歳児定期利用保育事
業）
待機児童の発生しやすい２歳児の受入枠を
拡大し、女性の活躍推進を図るため、幼稚
園の２歳児定期利用保育事業を実施する。

市内１か所で実施する。 随時 ８人
Ａ：100～
80％

聖愛幼稚園１園で実施した。 継続 子ども育成課

52
（病後児保育の実施）
病気回復期の児童の保育を実施する。

1か所で実施する。 1か所 1か所
Ａ：100～
80％

福生保育園１園で実施した。 継続 子ども育成課

52
-2

（病児保育の実施）
病気中の児童の保育を実施する。

1か所で実施する。 1か所 1か所
Ａ：100～
80％

病児保育室あんずで実施した。 継続 子ども育成課

52
-3

（延長保育の実施）
午後6時から7時までの延長保育を市内保育
園全園で実施する。

市内の保育所等15園で実施する。 市内15園 15園
Ａ：100～
80％

市内保育所等の全園で延長保育を実施した。 継続 子ども育成課

52
-4

（休日保育の実施）
休日に保育を実施する。

市内の保育所２園で実施する。 市内2園 市内2園
Ａ：100～
80％

杉ノ子第二保育園及びすみれ保育園の２か所
で実施した。また、すみれ保育園では年末保
育も実施した。

継続 子ども育成課

52
-5

（一時預かりの実施）
保護者が傷病等により、一時的に家族で児
童を保育することが困難な場合、児童の一
時預かりを行う。市内保育園で対応。

市内の保育所等15園で実施する。 市内15園 市内15園
Ａ：100～
80％

市内保育所等15園で実施した（受入体制を確
保した）。

継続 子ども育成課

52
-6

（ベビーシッター利用支援事業）
就労形態に合わせた保育サービスを実施
し、女性の活躍推進を図るため、ベビー
シッター利用支援事業を実施する。

都が指定する事業者において実施する。 随時 0人
Ａ：100～
80％

令和５年度の利用者は０人であったが、多様
化する保育ニーズに応えるため、引き続き実
施していく。

継続 子ども育成課

53
認証保育所への支援
の充実

（認証保育所運営助成事業）
認証保育所を保育施設として活用し、児童
の保育を行い、運営費の助成を行う。

市外の認証保育所に入所する児童に対し、運営費の支弁、補助
を実施する。

随時 市外５園
Ａ：100～
80％

多様化する保育ニーズに応えるため、引き続
き実施していく。

継続 子ども育成課

54
認証保育所利用助成
制度の充実

認証保育所利用助成制度を実施する。 対象者の入園料及び保育料を助成する。 随時 延べ164人
Ａ：100～
80％

多様化する保育ニーズに応えるため、引き続
き実施していく。

継続 子ども育成課

55 児童館の整備・充実
子育て支援のため児童館事業の充実を図
る。

利用者ニーズを把握し、児童館事業の充実を図る。
また、中高生の主体的な活動を支援しながら、中高生の居場所
としての役割を果たしていく。

３館で実施 ３館で実施
Ａ：100～
80％

「中高生スポーツ交流会」などの中高生対象
の事業を実施することにより、中高生の主体
的な活動を支援しながら、中高生の居場所づ
くりを行った。

継続 子ども政策課

56 学童クラブの充実
子育て支援のため学童クラブ事業を委託し
て実施する。

放課後の安心・安全な居場所として、市内12学童クラブにおい
て継続して実施する。

０人
（待機児数）

０人
Ａ：100～
80％

ふっさっ子広場との連携を行うことで、放課
後の安心・安全な居場所として、積極的な児
童の受入れを行った。

継続 子ども政策課

57
ふっさっ子の広場の
充実

地域の協力を得て、放課後子どもたちの健
全育成を図る場としてふっさっ子の広場を
実施する。

市内７小学校内にて継続実施する。
また、関係部署と連携し、学童クラブとふっさっ子の広場の一
体型運営を推進していく。

延べ４万人
（年間利用者数）

37,086人
（年間利用者数）

Ａ：100～
80％

学童クラブと合同イベントを実施することで
連携を深め、放課後の子どもたちの健全育成
のため、更なる事業の充実を図った。

充実 子ども政策課

№

低年齢児保育の充実

就労形態に合わせた
保育サービスの提供

（2）子育て支援サービスの充実

主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
行動計画

区分
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
担当課

2‐1‐2‐1
乳幼児保育の
充実

2‐1‐2‐2
児童の健全育
成の充実
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

58
子ども家庭支援セン
ター事業の充実

子ども家庭支援センターにおいて、子ども
と家庭に関する総合相談を充実していく。
地域における支援ネットワークを各関係機
関とともに構築していく。

市民及び関係機関への積極的な働きかけにより、支援対象児童
等の早期発見、問題の未然防止を図り、適切な支援を実施して
いく。また、子育て中の市民が相談をしやすいように、アウト
リーチ型「子育てなんでも相談」を継続していく。

子育てなんでも相談
子育てなんでも相談
実施回数　年３回
利用者数　35人

Ａ：100～
80％

令和５年度は３回実施参加者35名であった。
子ども家庭支援センター事業の充実と、関係
機関への積極的な働きかけにより支援の強化
に努めた。

継続
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

59
相談業務の実施（再
掲）

相談業務の充実を図る。
母子健康手帳交付、パパママクラス、妊産婦訪問、乳幼児健康
診査、育児相談、育児学級等母子保健事業において実施。来
所・電話相談にも随時応じる。

随時 随時
Ａ：100～
80％

各種事業や乳幼児健康診査において、保健
師、助産師、看護師及び管理栄養士等の専門
職が相談を受け、必要に応じて集団と個別両
面から支援を継続した。

合計3,493人
母子健康手帳交付等面接375人
パパママクラス年延べ400人（24回実施）
妊産婦訪問延べ　374人
乳幼児健康診査年延べ 1,512人（36回実施）
乳幼児歯科健康診査年延べ226人（12回実
施）
育児学級延べ 200人（24回実施）
育児相談延べ 149人（16回実施）
子育て支援事業延べ16人
子ども相談延べ53人
子どもグループ延べ159人（36回実施）
里帰り健診助成金延べ29人

継続
健康課（現：こども家
庭センター課）

60
パパママクラスの実
施（再掲）

新しい家族を迎えるにあたっての心構え、
沐浴指導等を実施する。

母親に加え、父親参加型プログラムを充実し、育児への男女共
同参画の啓発を行う。

年６回
（パパママクラス開催回数）

年６コース実施
Ａ：100～
80％

パパママクラス参加者延べ400人に資料を配
布し、啓発を図った。

継続
健康課（現：こども家
庭センター課）

61
ファミリー・サポー
ト・センター事業の
充実

依頼会員と提供会員による助け合いながら
子育てをする会員組織（有償ボランティ
ア）。
生後57日から小学校6年生までのお子さんの
送迎や預かりを行う。

多岐にわたる依頼内容に応じられるように新たな支援の展開や
業務の効率化等を図る。

会員数（前年度比増） 377名
Ａ：100～
80％

会員ニーズに十分に対応するため、バランス
のよい会員登録を目指し、周知と充実を図っ
た。

継続
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

62
子育てひろば事業の
充実

親同士、子ども同士の交流を図りながら、
情報交換を行う場を提供し、子育て支援の
充実を図る。

子ども家庭支援センターにおいて、子育てひろば事業を実施す
る。
各児童館では、乳幼児対象の子育てひろば事業を週3回以上実
施する。また、子育てに役立つ「子育ち応援事業」を年1回、
子育て相談事業を週3回以上、及び保健師による子育て相談を
年3回実施する。

保育園２か所
（子育てひろば実施箇所数）

保育園２か所
Ａ：100～
81％

福生保育園、すみれ保育園の２園で、それぞ
れ週３回以上、かつ１日３時間以上子育てひ
ろばを開設し、子育てに関する相談受付や支
援を実施した。

継続 子ども育成課

62
子育てひろば事業の
充実

親同士、子ども同士の交流を図りながら、
情報交換を行う場を提供し、子育て支援の
充実を図る。

子ども家庭支援センターにおいて、子育てひろば事業を実施す
る。
各児童館では、乳幼児対象の子育てひろば事業を週3回以上実
施する。また、子育てに役立つ「子育ち応援事業」を年1回、
子育て相談事業を週3回以上、及び保健師による子育て相談を
年3回実施する。

児童館３か所
（子育てひろば実施箇所数）

３か所
Ａ：100～
80％

各児童館では、乳幼児対象の子育てひろば事
業を週３回以上実施したことに加えて、子育
てに役立つ「子育ち応援フェスタ」を年１
回、子育て相談事業は週３回以上行った。

継続 子ども政策課

62
子育てひろば事業の
充実

親同士、子ども同士の交流を図りながら、
情報交換を行う場を提供し、子育て支援の
充実を図る。

子ども家庭支援センターにおいて、子育てひろば事業を実施す
る。
各児童館では、乳幼児対象の子育てひろば事業を週3回以上実
施する。また、子育てに役立つ「子育ち応援事業」を年1回、
子育て相談事業を週3回以上、及び保健師による子育て相談を
年3回実施する。

こども家庭支援センター１か
所

（子育てひろば実施箇所数）
１か所

Ａ：100～
80％

子ども家庭支援センターでは、利用日時を、
火～土曜日の10:00～15:00までとし、年間を
通して、親同士、子ども同士の交流を図っ
た。
また、健康課の保健師による育児相談（年10
回）、助産師と話そう（年６回）を実施し
た。

継続
子ども家庭支援課

（現：こども家庭セン
ター課）

63
子育てネットワーク
づくりの促進

子育てひろば事業を活用し、子育て世代の
交流を促し、ネットワークを広げていく。

親子交流の場の提供や子育て不安の緩和に努める。また、さま
ざまなイベントの充実を図り、子育て支援の充実を促進する。

ふれあいひろば利用者数(前
年度比増）

4,999名
Ａ：100～
80％

コロナ禍で利用者が減少していたが、利用者
への丁寧な声掛け、ひろばの周知徹底及び各
種イベントの充実を図ることで少しずつ利用
者の増加が見られた。利用者からは講演会等
のさまざまなイベントについて好評を得てい
る。

充実
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

64
産前・産後支援ヘル
パー事業の実施

妊娠期から出産後6か月以内（多胎の場合は
1年）の方を対象にヘルパーを派遣し育児や
家事援助を行い、産前・産後の生活をサ
ポートする。

妊娠中から産後にかけてヘルパーを派遣し、保護者の育児に対
する不安を少しでも軽減できるよう支援していく。
様々な方法で周知、ＰＲを行い、利用者の増を目指す。

随時 年間利用者数９名
Ａ：100～
80％

令和５年度は９名に対し延べ78日ヘルパー派
遣を行った。
様々な機会、方法で周知、PRを行った。

継続
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

№
行動計画

区分
担当課令和５年度目標

令和８年度までの
目標値

令和５年度実績
（数値等）

令和５年度
達成度

2‐1‐2‐3
育児相談・指
導の充実

2‐1‐2‐4
交流を通した
育児支援の推
進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

65 配食サービスの実施
在宅において食事の調理が困難な高齢者に
対し、食事を提供し、安否の確認を行う。

在宅において食事の調理が困難な高齢者に対し、一週間に2回
以内で食事を提供し、安否の確認を行う。

9,000食
（年間配食数）

5,242食 Ｃ：60％未満

現在は同様の民間サービスも増えており、行
政サービスとして事業継続する意義が失われ
つつあることが課題である。今後配食サービ
スをどうしていくかについて検討していきた
い。（縮小・廃止など）

改善 介護福祉課

66
地域包括支援セン
ター事業の充実

介護予防ケアマネジメント事業、総合相談
支援事業、権利擁護事業、包括的ケアマネ
ジメント事業を実施する。

令和４年度から市内３か所に地域包括支援センターを整備し
た。高齢者の総合相談窓口として、地域住民の相談支援を行
う。

随時 市内３センター設置
Ｂ：80未満～
60％

高齢者の総合相談窓口として、地域住民の相
談支援を行った。

継続 介護福祉課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

2‐1‐4‐1
福祉に対する
理解の推進

67 福祉教育の充実
人権課題「高齢者」「障害者」について、人権教
育の年間指導計画位置付け指導を行う。

人権課題「高齢者」「障害者」について、人権教育の年間指導計画位
置付け指導を行う。

100% 100%
Ａ：100～
80％

東京都教育委員会が作成した「人権教育プロ
グラム」を活用し、学活や総合的な学習の時
間等において、指導を実施した。

継続 教育指導課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

2‐2‐1‐1
女性の自己啓
発のための支
援

68
自己啓発に関する学
級、講座の実施

講座での学びや実践を通じて女性の自己啓
発につながる事業を実施する。 女性の自己啓発につながる講座を各館で実施する。 ３館で実施

3館で託児保育付講座３コー
スを実施

Ａ：100～
80％

計画どおり実施した。 継続 公民館

行動計画
区分

担当課

令和５年度目標
令和８年度までの

目標値

№

№

№

２　多様な働き方への支援

（1）女性の自己啓発の推進

2‐1‐3‐1
介護サービス
の充実

（４）適切な情報提供の実施

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値

行動計画
区分

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）

令和５年度実績
（数値等）

令和５年度
達成度

令和５年度
達成度

担当課

（３）介護支援サービスの充実

行動計画
区分

担当課
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

69
改正男女雇用機会均
等法の実効性の確保

必要に応じて随時要望していく。
改正内容の周知のためのＨＰや広報等による市民への呼びかけ
を検討し、市民からの要望を受けた際には労働基準監督署等に
必要に応じて随時要望していく。

要望については随時対応
定期的な情報提供と案内
要望実績なし

Ａ：100～
80％

東京都等の周知啓発資料をもくせい会館１階
に掲出し啓発した。

継続 シティセールス推進課

70
労働に関する相談体
制の整備

労働相談情報センターの労働セミナー等の
受講や、東京都の啓発資料を利用してい
く。

東京都等の資料を掲出し、啓発を実施する。 定期的な情報提供と案内 定期的な情報提供と案内
Ａ：100～
80％

東京都等の周知啓発資料をもくせい会館１階
に掲出し啓発した。

継続 シティセールス推進課

71
再雇用制度、パート
タイム労働法等の普
及促進

商工会等を通じて市内企業へ、再雇用制度
や改正パートタイム労働法の周知をする。

東京都等の資料を、商工会にも掲出し啓発による働きかけを実
施する。

定期的な情報提供と案内 定期的な情報提供と案内
Ａ：100～
80％

東京都等の周知啓発資料をもくせい会館１階
に掲出し啓発した。また、商工会においても
資料の送付、掲出の確認を実施した。

継続 シティセールス推進課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

2‐2‐3‐1
女性のための
就労支援の充
実

72
ハローワーク等と連
携した求人情報の提
供

ハローワーク等と連携して、就職面接会・
就職セミナーを年２回実施。
また、出張相談を月１回度実施していく。

ハローワーク等と連携して、就職面接会・就職セミナーを年２回実施し
ていく。
また、出張相談を月１回実施していく。

就職面接会・就職セミナー年２
回実施
出張相談月１回実施

就職面接会及びセミナー２
回開催
出張相談12回開催

Ａ：100～
80％

就労面会を１回、女性向けミニセミナーを１
回開催した。また、出張相談は計画通り毎月
１回開催した。

継続 シティセールス推進課

73 東京都等の資料を掲出し、啓発を実施する。 随時 随時
Ａ：100～
80％

東京都等の周知啓発資料をもくせい会館１階
に掲出し啓発した。

継続 シティセールス推進課

74 東京都や国の情報をＨＰや情報誌等で事業者に提供し、啓発を行う｡ 随時 随時
Ａ：100～
80％

講演会ならびにセミナーの開催のほか、男女
共同参画週間での展示などを通し、多様性へ
の理解について市民に幅広く啓発を行った。

改善 協働推進課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

75

講座等の開催による
ワーク・ライフ・バ
ランスについて考え
る機会の提供

講座等を通じて、ワークライフバランスに
ついての理解を深める。

講座等を通じて、ワークライフバランスについての理解を深め
る。

３館で実施
3館で託児保育付講座３コー

スを実施
Ａ：100～
80％

計画どおり実施した。 継続 公民館

76
家族介護支援事業の
充実

介護に対する共同分担意識を啓発し、男女
で社会的に担う介護を実現できるように努
め、市民理解の浸透を図る。

家族介護者教室等を開催し介護者への負担軽減並びに介護知識
の普及啓発を行う。

随時
家族介護者教室３回

オレンジカフェ市内６か所
Ｂ：80未満～
60％

家族介護者教室だけでなく、認知症カフェも
開催した。

継続 介護福祉課

№

行動計画
区分

№

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

（3）就労に関する情報収集と提供

実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値

№

行動計画
区分

令和５年度実績
（数値等）

行動計画
区分

令和５年度
達成度

担当課

担当課

2‐3‐1‐1
家庭における
共同参画意識
の醸成

担当課

2‐2‐2‐1
就労環境の整
備

３　家庭における男女共同参画の推進

（1）家事・育児・介護への男女共同参画の推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）

2‐2‐3‐2
男女共同参画
社会の形成に
向けての事業
者への情報提
供

男女共同参画社会の
形成に向けての事業
者への情報提供

事業者に男女共同参画社会形成につながる
情報提供を行う。

（2）女性の就業・再就職支援

施策名 主な事業項目
令和５年度

達成度
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

77
配偶者等からの暴力
防止に関する意識啓
発の充実

ポスターの掲示・パンフレットの配布、
ホームページ、広報等を活用し、周知を図
る。また、理解促進のため、ＤＶに関する
具体的な数値を示す機会を設ける。

広報やホームページ、情報誌などへの記事の掲載及び成人式で
のチラシ配布、各公共施設等の相談窓口カードの設置等を通
じ、広く周知を図る。また、展示の際には、ＤＶに関する具体
的な数値を示すデータなどを用い、より理解が深められるよう
啓発を行っていく。

定期的な啓発 定期的な啓発
Ａ：100～
80％

ＤＶ支援相談カード等を成人式で配布したほ
か、庁舎及び駅前公衆トイレに設置し、相談
先の周知に努めた。また、パープルリボン運
動期間には展示ブースを設置し、広く周知啓
発を行った。

継続 協働推進課

78
デートＤＶについて
の啓発の推進

若者に向けて、デートDVについての周知・
啓発を行う。

新成人に向けて、デートDVに関する周知のチラシを作成し、配
布する。また、中学１年生用子ども向けガイドブックでも、
デートDVに関するこの内容を取り上げ作成し、啓発を図る。

各年１回
発行

各年１回
発行

Ａ：100～
80％

デートＤＶを含めた支援相談カード等を成人
式で配布したほか、庁舎及び駅前公衆トイレ
に設置し、相談先の周知に努めた。また、小
5、中1向けガイドブックにもデートＤＶを含
めた相談先などを掲載し周知啓発に努めた。

継続 協働推進課

79
男女共同参画情報紙
の発行
（再掲）

男女共同参画情報誌「あなたとわたし」を
発行、全戸配布し、啓発を図る。

男女共同参画社会への推進を図るため、市民編集員と協働して
作成する、男女共同参画情報誌「あなたとわたし」の中でＤＶ
に関する情報を掲載し、啓発に努める。

年１回発行 年１回発行
Ａ：100～
80％

男女共同参画情報誌「あなたとわたし」の中
でＤＶも含めた個人の思いの尊重、誰もが生
きやすい社会づくりに触れ、啓発に努めた。

継続 協働推進課

3‐1‐1‐2
人権について
考える機会の
提供

80
人権に関する啓発の
促進

人権意識を高めるための啓発や情報提供を
行う。

リーフレットの掲出や職員への研修を通し、幅広く人権に関す
る啓発を行う。

随時
職員研修1回
人権パネル展の実施
リーフレットの掲出

Ａ：100～
80％

Ｒ５年度の新入職員を対象に人権問題職員研
修を実施した。23人参加。
12月の人権週間に著名人の人権パネルを展示
するなど啓発活動を行った。

新規 秘書広報課

3‐1‐1‐3
人権に配慮し
た取組の実施

81
人権に配慮した取組
の実施

人権意識を持ち、市民への対応や事業の実
施に取り組む。

市民への対応や実施する事業、手続き上の表現等が、人権に配
慮したものか、改めて確認し、取り組む。

随時 随時
Ａ：100～
80％

職員研修等で多様性の理解と人権に配慮した
対応について職員の意識啓発を行った。

新規 各課（協働推進課）

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

82
ホームページ、広報等を生かし、市民への
周知を図っていく。

ＨＰや広報及び「女性に対する暴力をなくす運動」の期間中に
啓発コーナーを設置し、周知を図る。

年１回 年１回
Ａ：100～
80％

11月の「女性に対する暴力をなくす運動」と
して、パープルリボン運動期間に庁舎内に啓
発ブースを設置し、周知を図った。

継続 協働推進課

83 関係機関への周知を図っていく。 関係機関への周知を図っていく。
ＤＶ防止法について、民生・
児童委員に周知

民生委員・児童委員45名に
周知

Ａ：100～
80％

民生委員・児童委員に対し、全員が参加する
会議の場を活用し、東京都作成のリーフレッ
トにて周知を図った。

継続 社会福祉課

84
女性等悩みごと相談
窓口の充実

月2回、専門のカウンセラーが具体的に対応
する。また、より良い手法や体制を随時検
討していく。

月2回、専門のカウンセラーが具体的に対応する。また、より
良い手法や体制を随時検討していく。

月2回
（相談窓口の実施）

月2回
（相談窓口の実施）

Ａ：100～
80％

女性等悩みごと相談を24回実施し、全ての回
で相談者に対して対応を行った。（相談者延
べ人数49人）

継続 社会福祉課

№

№
行動計画

区分
担当課

3‐2‐1‐1
DVに関する相
談窓口の周知

「ＤＶ防止法」に基
づく通報についての
周知

担当課

２　被害者を支援する仕組みの強化

（1）相談体制の強化と周知

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

3‐1‐1‐1
DV・デートDV
に関する啓発
の実施

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
行動計画

区分
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

1　あらゆる暴力に関する未然防止策の推進

（1）DV・デートDVに関する正しい知識の啓発

主要課題＜第３＞　あらゆる暴力の根絶
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

85 必要に応じて関係機関との連携を図る。 必要に応じて関係機関との連携を図る。
100%

（被害者の自立相談対応率）

100%
（被害者の自立相談対応

率）

Ａ：100～
80％

庁内関係部署と連携し、必要な支援を行っ
た。

継続 社会福祉課

86
日常生活、就業、住居等について各種制度
を活用し、関係機関と連携しながら被害者
の自立支援を行う。

各関係機関と連携し、相談等の支援を行う。
引き続き市が直接指定施設と利用契約を締結し、緊急一時保護
を講じるための事業を実施していく。

随時
緊急一時保護施設利用者２
名

Ａ：100～
80％

緊急一時保護が必要な対象者には必要な支援
と対応を行った。

継続
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

87
ＤＶやストーカー行為被害者等を保護するため、住民票、附票
の交付請求の拒否、審査の厳格化等を行う。

100%
（被害者の支援）

100%
（被害者の支援）

Ａ：100～
80％

支援対象者167件311人に対し支援措置を実施
した。

継続 総合窓口課

88
閲覧用選挙人名簿から総合窓口課に申立てのあったＤＶやス
トーカー行為被害者等の者を外す。

100%（閲覧用選挙人名簿から
被害者を外す措置の実施）

100％（閲覧用選挙人名簿か
ら被害者を外す措置を実施

した）

Ａ：100～
80％

選挙人名簿打出しの際、DVやストーカー行為
被害者等を別頁に打出し、定時・選挙時登録
の閲覧用選挙人名簿から外した。

継続 選挙管理委員会事務局

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

89
ハラスメント防止研
修の充実

組織内研修を実施し、啓発資料を職員に周
知する。

課長職必修の研修としてハラスメント防止研修を実施する。ま
た、国等の対応マニュアルに基づきハラスメントのない職場づ
くりに努める。

100%
（対象職員のハラスメント防

止研修受講率）
100%

Ａ：100～
80％

令和５年度は、WEB研修システムを活用し
て、対象である全課長職を中心にハラスメン
ト防止研修を実施した。

継続 職員課

90
セクシュアル・ハラ
スメント防止の啓発

情報誌、ホームページ等で、セクシュア
ル・ハラスメントについての理解と啓発を
図る。

セクシュアル・ハラスメントについての周知を情報誌やＨＰ，
国や東京都の資料などを活用し、理解と啓発を図っていく。

随時 随時
Ａ：100～
80％

セクシュアル・ハラスメント防止の周知に努
めた啓発を継続して実施した。

継続 協働推進課

91
企業等に対するハラ
スメント防止の啓発

企業等に対して、ハラスメントについての
啓発を行う。

企業向けのハラスメント研修に関するチラシの掲出や、情報
誌、HP等でハラスメントへの理解と啓発を図る。

随時 随時
Ａ：100～
80％

セクシュアル・ハラスメント防止の周知に努
めた啓発を継続して実施した。

継続 協働推進課

92
高齢者虐待の防止の
ための意識啓発

ポスターの掲示、パンフレットの配布を実
施する。

市内公共施設及び医療機関等、パンフレット設置施設を増や
す。

20か所（パンフレット設置箇
所。市内公共施設及び医療機

関等）
なし Ｄ：未実施

都や関係団体からパンフレット等の配布がな
かったため。

継続 介護福祉課

93
高齢者虐待相談窓口
の充実

家庭における看護方法、療養方法等の他、
家族の健康管理、各制度の利用の仕方を周
知するとともに相談事業を充実させる。ま
た、関係機関との連携を図る。

地域包括支援センター等の関係機関と連携を図り、早期発見・
早期対応と養護する家族への支援を実施する。

随時 随時
Ｂ：80未満～
60％

地域包括支援センター等の関係機関と連携を
図り、早期発見・早期対応と養護する家族へ
の支援を実施した。

継続 介護福祉課

№

№

３　虐待、ストーカー、セクハラ等への対策強化

（1）早期発見のための取組と連携強化

行動計画
区分

担当課

3‐2‐2‐1
被害者に対す
る支援措置の
実施

被害者の自立のため
の相談・支援

ＤＶやストーカー行
為被害者等の支援

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

行動計画
区分

担当課

3‐3‐1‐1
ハラスメント
防止に向けた
取組の推進

3‐3‐1‐2
高齢者への虐
待防止の取組
の充実

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

規則や法令に基づいて、適正に運用する。

（2）被害者の自立支援の推進
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

94
相談・通告窓口の充
実

関係機関との情報の共有と連携により適切
な対応に努める。

各関係機関がそれぞれの役割を発揮し連携していけるように、
要保護児童対応マニュアル等を活用しお互いの機能・役割を理
解していく。また、各関係機関や市民対象の講演会を開催し児
童虐待防止の推進を図る。

随時 講演会参加者23名
Ａ：100～
80％

「福生市児童虐待防止マニュアル」を活用
し、各関係機関の役割や機能の周知に務め
た。また要保護児童地域協議会による講演会
を開催し、好評を得た。

継続
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

95
児童虐待を防ぐための意識啓発に向けた事
業の取組みや、広報及びホームページの掲
載を実施する。

市内の小中学校、保育所等において、児童・生徒に対して困っ
た時の対応や相談機関について周知していく。
また、11月の児童虐待防止推進月間を中心に広報やホームペー
ジ等で虐待防止に関する周知を行い、乳幼児総合相談を実施す
る。

随時
乳幼児総合相談、

健康まつりにて周知
Ａ：100～
80％

市内小中学校の児童生徒には困った時の相談
場所として、周知を図るチラシを配布した。
また11月の児童虐待防止推進月間を中心に市
役所でのパネル展示、広報、ホームページに
児童虐待防止に関する記事を掲載したほか、
乳幼児総合相談を各年度実施。その他健康ま
つりにて周知を行った。

継続
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

96

福生市サポート会議において、関係機関と
の一層の連携を図る。個別のケースについ
ては、サポートチーム等の体制を考えてい
く。

福生市サポート会議で「児童虐待」について取り上げ、教職員
への啓発を図る。また、個別のケースについては、常時関係機
関との連携を図るとともに、状況に応じてサポートチームによ
る解決を図る。

随時 随時
Ａ：100～
80％

福生市サポート会議については、民生児童委
員・学校関係者・児童相談所等の関係機関と
の協議会を３回開催した。個別のケースにつ
いては、常時関係機関との連携を図るととも
にサポートチームによる解決を図った。

継続 教育指導課

97
関係機関との連携を図り、必要に応じて適
切な対応ができるよう努める。

学校、保育所等及び医療機関との連携を強化し、特に就学する
障害児や保育所等に通う障害児への虐待防止を図り、必要に応
じて適切な対応に努める。

随時 随時
Ａ：100～
80％

関係機関との連携を図り、必要に応じて適切
な対応ができるよう努めた。

継続 障害福祉課

98
各家庭の状況を把握し、虐待の疑われる場
合は通告するとともに関係機関と連携をし
支援を行う。

虐待の早期発見に努めるとともに、必要に応じて適切な対応を
する。

随時 随時
Ａ：100～
80％

虐待疑いや要支援家庭を把握した際は、速や
かに子ども家庭支援センターに連絡し、早期
支援につなげるよう努めた。

継続
子ども家庭支援課

（現：こども家庭セン
ター課）

99
児童虐待の早期発見を目指す保育を実践す
る。

市内の保育所等15園で児童虐待の未然防止、早期発見等に努め
る。

市内15園 市内15園
Ａ：100～
80％

保育園職員の「要保護児童対策地域協議会」
への出席、通常保育における関係機関との連
携等、保護者支援等を図った。

継続 子ども育成課

100
児童虐待通告を受けての調査や家庭訪問等
を迅速に実施し、適切な対応を図る。

児童虐待通告を受けた際は迅速に情報調査、家庭や関係機関の
訪問による状況確認、保護者や児童との面接を行っていく。必
要に応じて児童の一時保護を行っていく。

随時
相談件数19,722件（新規219

件、継続19,503件）
Ａ：100～
80％

児童虐待通告を受けた際は、迅速に情報調
査、家庭や関係機関を訪問し、児童の状況を
確認した上で、保護者との面接を実施するな
ど対応に努めた。必要に応じて児童の一時保
護を行った。

継続
子ども家庭支援課

（現：こども家庭セン
ター課）

101

福生市サポート会議において、民生児童委
員・児童相談所との連携を行うとともに、
個別のケースについては常時関係機関との
連携を保つ。

学校からの通告、情報提供等により早期発見・早期支援を行
う。また、福生市サポート会議、教育相談室地域連絡会で民
生・主任児童委員、子ども家庭支援センター、学童クラブ、児
童館指導員等と情報の共有を行い早期に最善の支援を行う。

教育相談室地域連絡会の年3
～4回の開催。福生市サポー
ト会議への参加

教育相談室地域連絡会の開
催　年4回

Ａ：100～
80％

学校からの通告、情報提供等により早期発
見・早期支援を行った。また、福生市サポー
ト会議、教育相談室地域連絡会で民生・主任
児童委員、子ども家庭支援センター、学童ク
ラブ、児童館指導員等と情報の共有を行い早
期に最善の支援を行った。

継続 教育支援課

行動計画
区分

担当課

3‐3‐1‐3
児童への虐待
防止の取組の
充実

児童虐待の防止のた
めの意識啓発

早期発見・早期支援
の取組

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
№
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

102

民生児童委員と学校関係者と児童相談所と
子ども家庭支援センターとの協議会実施に
向け、事前会議を行っている。また、個別
のケースについても主任児童委員、民生児
童委員と児童相談所等の連携を行う。

有意義な協議会を開催するため、事前会議を通じて内容を協議
する。また、個別のケースについても主任児童委員、民生児童
委員と児童相談所等の連携を行う。

随時
協議会：１回開催

事前会議：３回開催
Ａ：100～
80％

３回の事前会議で内容等を協議し、８月１日
に協議会を開催した。

継続 社会福祉課

103
教育機関と保健・医療、福祉、労働等との
積極的な連携を図る。エリア・ネットワー
クを構築し、充実を目指す。

教育相談室地域連絡会を通じて民生・主任児童委員、子ども家
庭支援センター、学童クラブ、児童館指導員等との連携を図
り、情報を共有し早期支援体制を構築する。

教育相談室地域連絡会の年3
～4回の開催。主任児童委員
とスクールソーシャルワー
カーの連絡会を実施。

教育相談室地域連絡会の開
催　年4回
主任児童委員会の開催
年４回

Ａ：100～
80％

教育相談室地域連絡会を通じて民生・主任児
童委員、子ども家庭支援センター、学童クラ
ブ、児童館指導員等との連携を図り、情報を
共有し早期支援体制や地域情報を提供した。

継続 教育支援課

104

要保護児童等への適切な対応を図るため、
要保護児童対策地域協議会を活用し各関係
機関が子どもと家庭に関する情報を共有
し、連携による支援を図っていく。このこ
とにより、要保護児童等の早期発見と関係
機関の多様な援助が可能となる。

要保護児童等と家庭に関する機関相互の情報共有、役割分担及
び連携による支援体制の充実を図り、問題の未然防止、早期発
見に取り組む。
要保護児童対策地域協議会
　　代表者会議　年2回
　　実務担当者会議　年4回
　　個別ケース検討会議　随時

代表者会議　年1～2回
実務担当者会議　年4回
個別ケース検討会議　随時

代表者会議２回
実務担当者会議４回
ケース会議39回

Ａ：100～
80％

要保護対策地域協議会では、代表者会議２
回、実務担当者会議４回、ケース会議を39回
開催し、関係機関相互の情報共有、役割確認
等を行い支援の充実に取り組んだ。また、市
民とともに児童虐待防止に向けた取り組みと
して乳幼児総合相談及び講演会を実施した。

継続
子ども家庭支援課

（現：こども家庭セン
ター課）

105

学校と教育相談室が協力し、児童・生徒及
び保護者の状況を把握しつつ、必要に応じ
て児童相談所等関係機関との連携を図って
いく。

福生市サポート会議に出席し、児童・生徒の状況把握に努め、
サポートチームへの参加など必要に応じて児童相談所等関係機
関と連携を図っていく。

随時
福生市サポート会議への参

加　年３回
Ａ：100～
80％

福生市サポート会議において、民生児童委
員・児童相談所との連携を行うとともに、個
別のケースについては常時関係機関との連携
を図った。

継続 教育支援課

106
子どもの安全を守る
ための取組

学校における、虐待を発見するポイントや
発見後の対応の仕方等について教職員の理
解を促進していく。

東京都教育委員会「人権教育プログラム」等を活用し、教職員
の児童虐待防止に係る理解を促進していく。

100% 100%
Ａ：100～
80％

東京都教育委員会「人権教育プログラム」や
文部科学省の資料等を活用し、児童虐待防止
に係情報を周知した。

継続 教育指導課

107
障害者虐待防止のた
めの支援

障害者虐待防止法に係る障害者虐待防止を
推進する。

障害者虐待防止について広報、ホームページや市民への講習会
等で周知し、虐待防止を推進する。

随時 随時
Ａ：100～
80％

広報・ホームページ・リーフレット等で周
知、啓発を行った。

継続 障害福祉課

108
早期発見・早期支援
の取組

関係機関との連携を図り、必要に応じて適
切な対応ができるよう努める。

虐待通知を受けた際は、速やかに関係機関と連携を図り、状況
確認を行い、適切な対応を行う。

随時 随時
Ａ：100～
80％

虐待通知を受けた際は、速やかに状況確認
し、関係機関と連携を図りながら、対応を
行った。

継続 障害福祉課

№

3‐3‐1‐4
障害者への虐
待防止の取組
の充実

行動計画
区分

担当課

3‐3‐1‐3
児童への虐待
防止の取組の
充実

民生児童委員、主任
児童委員活動との連
携

児童相談所等関係機
関との連携の強化

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
33.3%

Ａ：100～
80％

令和５年度は年２回の行政改革推進委員会を
開催し、予算、決算等の取組状況を報告する
とともに、行政改革に関わる諸課題に係る勉
強会を２回実施した。
福生市の行政改革の推進について必要な事項
を調査審議する行政改革推進委員会におい
て、女性の視点から幅広い意見をいただい
た。
引き続き、女性委員の参画を維持していく。

継続
各課

（企画調整課）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）

６人
（所管する４つの委員会等

の合計）

Ａ：100～
80％

引き続き現状を維持し、女性の参画の機会を
確保していく。

継続
各課

（総務課）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
14.9% Ｃ：60％未満

各委員は充て職であることが多いため、防災
危機管理課の意向のみで女性委員を増やすこ
とは困難であるが、引き続き女性委員を選出
いただくよう各団体へ周知していく。

継続
各課

（防災危機管理課）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
20%

Ｂ：80未満～
60％

委員の選任において、１０人中４人について
は、各団体にお願いしているため

継続
各課

(保険年金課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
0% Ｃ：60％未満

現在、登用対象となりえる女性農業者がいな
いが引き続き、市内農家に配布している農業
委員会だよりや全国農業会議所作成のパンフ
レットを配布して周知をした。

継続
各課

(シティセールス推進
課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
30%

Ａ：100～
80％

女性割合を増やすべく、委員の刷新を図って
いるが、新たな担い手の確保自体が難しい状
況である。引き続き男女共同参画に向け人材
の確保に努めたい。

継続
各課

(環境政策課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
13% Ｃ：60％未満 各参加組織の代表者に女性が少ないため 継続

各課
(ごみ減量対策課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
41%

Ａ：100～
80％

「民生委員推薦会」及び「地域福祉推進委員
会」の委員については、原則、各団体からの
推薦となる。したがって、女性委員の構成比
率については、推薦状況により異なる。

継続
各課

(社会福祉課課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
25%

Ｂ：80未満～
60％

委員は各団体から学識経験を有する者の推薦
により、全委員８人中、女性委員２人を選出
した。

継続
各課

(障害福祉課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
30%

Ａ：100～
80％

委員は各種団体の役職者より推薦させてお
り、女性が少ないため。

継続
各課

(介護福祉課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
29%

Ａ：100～
80％

予防接種健康被害調査委員会については、福
生市医師会、西多摩保健所長及び庁内管理職
でのあて職となるため、女性委員登用の促進
は難しい状況にある。

継続
各課

(健康課)

4‐1‐1‐1
審議会等への
女性の登用の
促進

№
行動計画

区分
担当課主な事業項目

令和５年度実績
（数値等）

令和５年度
達成度

主要課題＜第４＞　あらゆる分野における男女共同参画の推進

1　政策・方針決定の場における男女共同参画の推進

（1）政策・方針決定の場への男女の意見の反映

施策名 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値

- 17 -



進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
６か所

Ａ：100～
80％

各児童館では、乳幼児対象の子育てひろば事
業を週３回以上実施したことに加えて、子育
てに役立つ「子育ち応援フェスタ」を年１
回、子育て相談事業は週３回以上行った。

継続
各課

(子ども政策課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）

都市計画審議会における女性
委員の割合　7.1％
まちづくり景観審議会におけ
る女性委員の割合　40％

Ｂ：80未満～
60％

都市計画審議会委員は、市議会議員、関係行
政機関の長などの充て職が多く、その職は男
性であることが多い状況である。

継続
各課

(まちづくり計画課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
21%

Ｂ：80未満～
60％

委員の構成については条例及び施行規則で決
まっている。決められた各団体からの推薦と
なるため、女性委員の割合は推薦状況によ
る。

継続
各課

(道路下水道課)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
25%

Ｂ：80未満～
60％

任期４年で定数４人のため、議会によって選
出されると、４年間はメンバーが固定され
る。また、補充員も同時期に選出されてお
り、選挙管理委員となる順位が決まっている
ことから、仮に委員に欠員が生じても、女性
に限定して委員に就任させることはできな
い。また、選挙時は早朝から深夜遅くまで拘
束時間となり、様々な事情から女性の引き受
け手が少ない。

継続
各課

(選挙管理委員会事務
局)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
0% Ｃ：60％未満

監査委員の女性委員の割合は、令和５年度末
は０％であった。最終目標値である令和８年
度末に35％を達成することを目標に、上昇を
目指す。

継続
各課

(監査委員事務局)

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
40%

Ａ：100～
80％

教育委員5名中2名が女性委員である。引き続
き、女性委員の参画を維持していく。

継続
各課

（教育総務課）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
24%

Ｂ：80未満～
60％

委員選定を指定して選べないため 継続
各課

（学務課）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
39%

Ａ：100～
80％

社会教育委員の会議における女性委員の割合
は70％を超えている。

継続
各課

（生涯学習推進課）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
21.1%

Ｂ：80未満～
60％

任期満了の際には再任の意思を確認し、不足
する委員の推薦を受けることとしているが、
再任される委員が多く、目標値に至っていな
い。ただし、スポーツ推進審議会委員は令和
６年６月から女性の委員が１名増えて42.9％
となる見込みである。

継続
各課

（スポーツ推進課）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
60%

Ａ：100～
80％

目標に沿って女性の参画機会を促進した。 継続
各課

（公民館)

施策名 № 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
行動計画

区分
担当課

4‐1‐1‐1
審議会等への
女性の登用の
促進
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

109
女性委員の登用の促
進

地方自治法に基づく委員会や地方自治法に
基づく審議会などの女性委員構成比35％を
目標値とする。

市民と接する様々な機会において、女性委員の参画状況を把握
し、女性の参画の機会を促進する。

35%
（審議会等における女性委員の

割合）
70%

Ａ：100～
80％

令和５年度は年６回の図書館協議会を開催し
た。
引き続き、女性委員の参画を維持していく。

継続
各課

（図書館)

110
女性委員の登用の目
標値の周知

女性委員構成比の目標値を庁内に周知し、
実現を図ることを推進していく。

女性委員の参画状況を調査し、現状と目標値を庁内に周知し、
女性の委員への登用を促進する。

随時 調査を実施
Ａ：100～
80％

全課に対し参画状況の調査を実施した。 継続 協働推進課

111
市民参画の機会の充
実

市民会議、委員公募制の拡大等により市民
参画の機会を広げていく。

様々な機会をとらえ、市民参画の促進を図る。 随時 随時
Ａ：100～
80％

市民参画の促進を図るため、委員会等の委員
募集を公募制で実施し、女性委員の積極的な
登用の機会とした。

継続
各課

（協働推進課）

112
女性の意見反映の機
会の充実

市民との協働を進めていくなかで充実を
図っていく。

市民会議や市民団体との会議など、市民と接する様々な機会に
おいて女性の意見反映の充実を図る。

随時 随時
Ａ：100～
80％

市民会議等において、女性の参画や積極的な
発言ができる体制や会議の運営に努めた。

継続
各課

（協働推進課）

113
女性・男性問題など男女共同参画に関する
ことをテーマにした講演、対談、シンポジ
ウム等を実施し、市民へ啓発を行う。

身近な男女共同参画を考え直す機会としての講演、対談、シン
ポジウム等を実施する。また、公民館と協働推進課で共催で行
う。

年１回 年１回
Ａ：100～
80％

LGBTQをテーマに男女共同参画講演会を協働
推進課との共催で実施した。

改善 公民館

114

女性・男性問題など男女共同参画に関する
ことをテーマにした講演、対談、シンポジ
ウム等を実施し、市民へ啓発を行う。公民
館と共催で行い、男女共同参画セミナーを
盛り込む。

身近な男女共同参画を考え直す機会としての講演、対談、シン
ポジウム等を実施し、展示なども含めた総合的な啓発の機会と
する。また、男女共同参画セミナーも同時に開催し、公民館と
協働推進課で共催で行う。

年１回 年１回
Ａ：100～

80％
講演会を公民館と協働推進課で共催し開催し
た。

改善 協働推進課

115
男女共同参画セミ
ナーの実施（再掲）

「男女共同参画に関する総合的な啓発の機
会の提供」の一環として、男女共同参画セ
ミナーを実施し、市民への啓発を図る。男
女共同参画セミナーを実施し、市民への啓
発を図る。

男女共同参画について理解し、意識を深めるためセミナーを行
う。テーマについては、社会情勢やニーズを考慮したものとす
る。また、公民館と共催予定の総合的な啓発の機会の一環とし
て、セミナーを実施する。

50人
（セミナー参加者数）

15人 Ｃ：60％未満
男女共同参画セミナー　「自分らしく生きる
～Transgender life～」を開催した。

改善 協働推進課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

4‐1‐2‐1
女性人材の発
掘及び育成

116
女性人材情報の収集
と提供

女性・男性も含めた人材情報の収集に努め
る。

女性委員の参画状況を調査し、現状と目標値を庁内に周知し、
女性の委員への登用を促進する。

随時 調査を実施
Ａ：100～
80％

全課に対し参画状況の調査を実施した。 継続 協働推進課

117
リーダー養成のため
の学習機会の提供

各種講座の中で能力開発や意識の向上を図
る。 女性のリーダーシップを高める機会となる事業を実施する。 講座１コース実施（各年度） 1コース実施

Ａ：100～
80％

計画どおり実施した。 継続 公民館

118
市民参画の機会の拡
充

市民会議、委員公募制の拡大等により市民
参画の機会を広げていく。

様々な機会をとらえ、市民参画の促進・拡充を図る。 随時 随時
Ａ：100～
80％

全課に対し参画状況の調査するなど、女性委
員の積極的な登用について促した。

継続
各課

（協働推進課）

4‐1‐1‐1
審議会等への
女性の登用の
促進

№ 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
行動計画

区分
担当課

№

4‐１‐1‐2
市政への女性
意見の反映

（2）女性リーダーの育成

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
行動計画

区分
担当課

令和５年度実績
（数値等）

令和５年度
達成度

4‐1‐2‐2
女性の参画機
会の提供

男女共同参画に関す
る総合的な啓発の機
会の提供（再掲）

施策名
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

119 女性職員比率向上
女性の職員比率40％を目指し、採用の拡大
に取り組む。

目標値を40％以上とし、女性職員比率の拡大に取り組んでい
く。

40%（市職員における女性の
割合）

39%
Ａ：100～
80％

令和５年４月１日現在の女性職員比率38.1％
に対し、令和６年４月１日現在の女性職員比
率39.1％であった。

継続 職員課

120
適材適所の登用に向
けた人材の育成

昇任（認定）試験・人事考課により、女性
職員の管理職等への登用を図る。

ポストへの登用に結びつくよう幅広い職務配置に配慮するとと
もに昇任試験等の受験を促進する。

70%
（昇任試験の女性職員の受験

率）
64%

Ａ：100～
80％

ポストへの登用に結びつくよう幅広い職務配
置に配慮した。また、昇任試験（管理職、主
任職）の女性職員の受験率は令和５年度は
63.9％で、合格者の女性職員比率は令和５年
度は47.1％であった。

継続 職員課

121
管理職等への女性職
員の積極的登用

昇任（認定）試験・人事考課により、女性
職員の管理職等への登用を図る。

ポストへの登用に結びつくよう幅広い職務配置に配慮するとと
もに昇任試験等の受験を促進する。

70%
（昇任試験の女性職員の受験

率）
64%

Ａ：100～
80％

ポストへの登用に結びつくよう幅広い職務配
置に配慮した。また、昇任試験（管理職、主
任職）の女性職員の受験率は令和５年度は
63.9％で、合格者の女性職員比率は令和５年
度は47.1％であった。

継続 職員課

男女共同参画の視点を踏まえ、組織内研修を実施するととも
に、市町村職員研修所の男女共同参画社会形成研修に職員を派
遣する。また、研修の実績を公表する。

40%（職員の男女共同参画社
会形成研修受講率）

30%
Ｂ：80未満～
60％

市町村職員研修所の男女共同参画社会形成研
修へ職員を派遣した。

継続 職員課

育児休業取得者の職場復帰に対する不安解消のため、育児休業
取得者支援セミナーを実施する。

100%（育児休業取得者セミ
ナーへの職員参加率）

63%
Ｂ：80未満～
60％

育児休業者を対象に育児休業取得者支援セミ
ナーを開催し、令和６年度復帰職員は全員参
加した。

継続 職員課

123
ハラスメント防止研
修の充実（再掲）

セクシュアル・ハラスメント研修の充実
（再掲）

課長職必修の研修としてハラスメント防止研修を実施する。ま
た、国等の対応マニュアルに基づきハラスメントのない職場づ
くりに努める。

100%
（対象職員のハラスメント防

止研修受講率）
100%

Ａ：100～
80％

令和５年度は、WEB研修システムを活用し
て、対象である全課長職を中心にハラスメン
ト防止研修を実施した。

継続 職員課

124
職場内の慣行や男女
の役割分担の見直し

職場内の慣行や男女の役割分担の見直し
性別に関係なく、役割の分担を継続して実施していく。現場作
業等においては、複数で協力しあっていく。

随時 随時
Ａ：100～
80％

アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込
み）を題材に情報誌やホームページ等で啓発
を図った。

継続 各課（協働推進課）

125
旧姓使用選択制の継
続

旧姓使用選択制の継続
新規採用職員をはじめとして、各職場へ制度の周知を図り、制
度を継続していく。

随時 随時
Ａ：100～
80％

制度周知を図り、制度運用を実施した。 継続 職員課

126
男女平等推進条例の
創設検討

男女平等推進条例の創設検討 条例のある自治体に調査及びヒアリングを行う。 随時 随時
Ａ：100～
80％

26市の連絡会等の場を使い各市の状況の聞き
取り調査等を実施した。

継続 協働推進課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

127 地域活動情報の提供
地域活動情報を広報紙・ホームページへ取
り上げる。

広報紙の15日号にあるコーナー「市民のひろば」で、市民活動
情報を市内へ周知し、ホームページにもPDFデータとして掲載
する。
また、地域活動の情報が寄せられた際には、内容によっては
「まちネタ」として報道機関へプレスリリースを行う。

年12回 26件
Ａ：100～
80％

コロナ禍で市民のひろば掲載の申請件数が減
少していたが、令和４年度から例年並みの件
数で推移しており、昨年度比では微増となっ
た。広報紙の紙面に限りがあるため、今後は
年間24件程度を維持していく。また、「まち
ネタ」としては３件プレスリリースを行っ
た。

継続 秘書広報課

128
社会教育活動、地域
活動への参加の推進

親と子が共に1日を過ごすことを目的とした
家庭の日の推進・啓発及び青少年の健全育
成を目的に、青少年育成地区委員長会主催
事業（「ふっさ青少育フェスティバル」な
ど）を支援する。

青少年育成地区委員長会の一大イベントである「ふっさ青少育
フェスティバル」等、今後の活動を支援していく。

青少年育成活動
年1回実施

「ふっさ青少育フェスティ
バル」

年１回実施

Ａ：100～
80％

「ふっさ輝きフェルティバル」及び「軽ス
ポーツ＆とん汁会」を一体化した「青少育
フェスティバル」の実施を支援し、遊びや体
験などができるスポーツ・レクリエーション
活動の推進を図った。

改善 子ども政策課

（1）地域活動への男女共同参画の推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
行動計画

区分
担当課

令和５年度実績
（数値等）

令和５年度
達成度

4‐2‐1‐1
地域活動の推
進

№

２　ともに助け合う地域づくりの推進

（3）庁内における男女共同参画の推進

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
行動計画

区分
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
№

122

担当課

4‐1‐3‐1
女性職員の積
極的登用

4‐1‐3‐2
市庁内におけ
る男女平等の
徹底

研修を通した男女共
同参画社会形成への
促進

男女共同参画社会形成研修の充実・研修実
績の公表

- 20 -



進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

129 防災啓発の推進

地域防災を担う自主防災組織のリーダーを
対象とした講習会や、消防署と合同による
防災展や防災だよりの全戸配布などを実施
する。

講習会を通じて女性の自主防災リーダーの参画の重要性を啓発
し、展示会等において女性の観点による災害への備えなどの周
知を図っていく。

随時
自主防災リーダー講習会を

１回実施
ふっさ防災展を１回実施

Ａ：100～
80％

各自主防災組織に対し講習会への女性の積極
的な参加を呼び掛けた。また、ふっさ防災展
においては、福生消防署防災女性の会に協力
をいただきながら、女性に対する生活用品の
備蓄等について紹介した。

継続 防災危機管理課

130 避難所運営の検討

災害時に避難所となる施設において、避難
所開設・運営訓練を実施するとともに、訓
練結果を踏まえた避難所運営の検討を随時
行う。

訓練の実施や運営の検討の際には、避難所運営メンバーに女性
の参画を推奨し、災害時における男女性差のない避難所運営を
推進していく。

年1回訓練を実施
１回訓練を実施

１回避難所運営連絡会全体
会を実施

Ａ：100～
80％

市総合防災訓練及び避難所運営連絡会全体会
への女性の積極的な参加を呼び掛けた。

継続 防災危機管理課

担当課

4‐2‐2‐1
防災意識の
醸成

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
行動計画

区分
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度

（2）地域防災への男女共同参画の推進

№
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進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

131 生活及び家事援助サービスの充実を図る。
生活及び家事援助サービスの充実を図っていく。また、援助す
べき家庭を的確に見出していく。

随時 ２世帯
Ａ：100～
80％

ひとり親家庭の生活の安定に向け、広報・
ホームページの活用、手当の申請時や現況届
時の対面での案内等を行い、利用の促進を
図った。

継続 子ども育成課

132
母子・父子自立支援員による相談業務を実
施する。

就労に必要な資格・技術・知識の習得のために要した費用の一
部助成を行う。制度については、十分な理解が得られるよう説
明を行う。また、就労にあたって相談や情報提供等を行う。

随時 相談件数822件
Ａ：100～
80％

就労に必要な技術・知識の習得機会の相談等
情報提供を行った。

継続
子ども家庭支援課
（現：こども家庭セン
ター課）

4-3-1-2
性的少数者に
配慮した取組
の推進

133
性的少数者に配慮し
た取組の実施

事業の実施にあたって、性的少数者に対す
る表現等に各課で配慮する。

性的少数者に配慮した取組を各課検討し、実施する。 随時 随時
Ａ：100～
80％

東京都パートナーシップ宣誓制度を活用した
事業拡大のため庁内調査を実施した。

継続 各課（協働推進課）

134
-1

外国人住民や聴覚障害者と円滑な意思疎通を図り、迅速かつ正
確な手続き及び情報提供を行う。

随時 随時
Ａ：100～
80％

合計65件の窓口対応にて使用した。 新規
各担当課

（総合窓口課）

134
-2

子育て世代の外国人住民と円滑な意思疎通を図り、妊娠届出時
面接から適切な情報提供や妊娠・出産・子育てについての相談
など、切れ目ない支援を提供する。

随時
随時

（64回、1,197分）
Ａ：100～
80％

妊娠届出面接時、妊産婦等訪問時、乳幼児健
康診査時等幅広く活用した。

新規
各担当課

（健康課（現：こども
家庭センター課））

134
-3

子育て世代の外国人住民に対し、適切な手続きや情報提供を行
う。

随時 随時
Ａ：100～
80％

窓口での使用や他課や保育園への貸し出し
で、令和５年度は30件、685分の実績があっ
た。

新規
各担当課

(子ども育成課)

135
日本語通訳者派遣事
業の実施

相談業務において、日本語での意思疎通が
不十分な外国人保護者等に対して日本語通
訳者を同席させ、母国語での相談ができる
よう相談業務の充実を図ることにより、妊
婦の安全な出産及び子どもの健全な育成に
寄与する。

子育て世代の外国人住民に対し、適切な情報提供や妊娠・出
産・子育てについての相談など、切れ目ない支援を提供する。

随時 随時
Ａ：100～
80％

日本語での意思疎通が不十分な外国人保護者
の相談業務については、テレビ電話多言語通
訳サービスを活用し、母国語で対応した。

新規

各担当課
（子ども家庭支援課

（現：こども家庭セン
ター課））

136
多言語AI等活用事業
の実施

市内には、多くの地域の外国人住民が生活
しているため、行政サービスを知る機会や
案内に課題があることが考えられる。そこ
で、日本人にも外国人住民にもわかりやす
い行政サービスの案内を目指して、令和２
年度から多言語AIチャットボット及びAIス
ピーカーの実証実験を行う。

本格導入の実施 本格導入の実施
2,008件

（利用件数）
Ａ：100～
80％

AIチャットボットについて、前年度比143％
の利用実績があった。今後も多くの市民の方
に使用していただけるよう周知を行う必要が
ある。

新規 情報政策課

進捗状況

（取組内容・改善点・方向性等）

137
人権意識を高めるための啓発や情報提供を
行う。

リーフレットの掲出や職員への研修を通し、幅広く人権に関す
る啓発を行う。

随時
職員研修1回

人権パネル展の実施
リーフレットの掲出

Ａ：100～
80％

Ｒ５年度の新入職員を対象に人権問題職員研
修を実施した。23人参加。
12月の人権週間に著名人の人権パネルを展示
するなど啓発活動を行った。

新規 秘書広報課

138
人権意識を持ち、市民への対応や事業の実
施に取り組む。

リーフレットの掲出やホームページ、情報誌、講座等を通し、
幅広く人権に関する啓発を行う。

随時 随時
Ａ：100～
80％

令和５年度はアンコンシャス・バイアス（無
意識の思い込み）を題材に情報誌やホーム
ページ等で啓発を図った。

新規 各課（協働推進課）

139
多様性への理解の促
進

国籍や肌の色、言語、性別、性的指向、障
害の有無など、多様な背景を持つ人たちへ
の理解を促し、人権の尊重につなげてい
く。

情報誌やＨＰ、男女共同参画週間での展示、庁内の資料の掲出
などを通し、多様性への理解について市民に幅広く啓発を行
う。

随時 随時
Ａ：100～
80％

情報誌やＨＰ、男女共同参画週間での展示、
庁内の資料の掲出などを通し、多様性への理
解について市民に幅広く啓発を行った。

継続 協働推進課

人権に関する啓発の
促進（再掲）

4‐3‐2‐1
多様性への理
解の促進

（２）多様性の尊重

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
行動計画

区分
担当課№

4-3-1-3
外国人に配慮
した支援

テレビ電話多言語通
訳サービスの実施

日本語による意思疎通が困難な外国人住民
とのコミュニケーションを図り、迅速かつ
正確な窓口対応等を実現するため、タブ
レット型のテレビ電話を使用し、外国人住
民と市職員、通訳者三者による同時会話の
通訳及び届出書等の翻訳を行う。

行動計画
区分

担当課

4‐3‐1‐1
ひとり親家庭
への支援の充
実

ひとり親家庭への就
労相談・支援の充実

３　困難を抱える男女への支援

（1）ひとり親家庭や性的少数者、外国人等への支援

施策名 主な事業項目 実施（計画）内容 令和５年度目標
令和８年度までの

目標値
令和５年度実績

（数値等）
令和５年度

達成度
№
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